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「山形ゼロ災 3 か月運動・2015」へ参加を！ 

― 死亡災害は 50%の増加 

     災害ゼロをめざして参加申込み受付け中 ― 

 

 

 「山形ゼロ災３か月運動・2015」 

 山形労働局（局長 森田 啓司）では平成 27年 10月 1日～12月 31日までの 3か月間「山

形ゼロ災３か月運動・2015」(以下「本運動」という)を実施する。本運動は山形労働局独自

の取り組みで、参加事業場の安全意識の高揚、自主的な安全点検及び安全衛生活動の推進・

定着を通して県内の労働災害を減少させることを目的とし、平成 24年度から山形県労働災害

防止関係団体連絡協議会等と共に実施している。昨年度の参加事業場数は 2,249 事業場で、

実施結果の提出があった 2,218事業場のうち、2,110事業場が 10月 1日から 12月 31日まで

の 3か月間、無災害を達成しているなど一定の効果が上がっており、また、平成 27年の休業

4日以上の死傷者数は、８月末現在において 669人と対前年同期比では 1人（0.1％）増加し、

このうち死亡者数は 9 人で対前年同期比 3 人（50.0％）と大幅に増加していることから、死

亡事故防止につながる本運動に広く参加を呼び掛けている。 
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山形労働局労働基準部健康安全課 
 健康安全課長 今井  侯 
課長補佐   石井 俊二 

電話 ０２３－６２４－８２２３ 
FAX ０２３－６２４－８３４５ 
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http://www.mhlw.go.jp/

